
  下記詳細につきましては、直接、(公社)滋賀労働基準協会 大津支部（℡:077-522-1786）へお問合せください。 

公益社団法人滋賀労働基準協会 大津支部        「大津支部が行う各種講習・教育の申込方法などの変更について（お願い）」 R3_9 
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公益社団法人滋賀労働基準協会 大津支部 

   会員事業場の皆様へ 
 

 

 公益社団法人滋賀労働基準協会大津支部（事務局） 

 

 

大津支部が行う各種講習・教育の申込方法などの変更について 

（お 願 い） 
 

 平素は、当大津支部の講習・教育事業にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、標記の大津支部が開催・実施する「各種の特別教育や講習」につきましては、従来より

「滋賀労基」に案内文書を同封し、受講申込書をＦＡＸ送信でお申し込みいただいております。 

 この度、「滋賀労基９月号」から案内文書を個別には入れず、その代りとして３ヶ月間の開催

予定の案内文書を同封しました。 

つきましては、今後は、この３か月間の開催予定をご覧いただき、講習内容などの詳細を確認

の上で、申込方法・受講申込書などは「当協会のホームページに掲載する案内文書」をダウンロ

ードしていただき、申込をいただくように変更しましたので、会員の皆様にご通知させていただ

きます。 

 ご迷惑をお掛けしますが何卒ご理解の上、よろしくお願いいたします。 

                                     以上 

 

 

 

公益社団法人 滋賀労働基準協会 大津支部 
                  〒520-0806 

滋賀県大津市打出浜１３番１５号 笹川ビル４階   

TEL 077-522-1786  

 FAX 077-522-1453    

 

 

 

 

 

 


